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一
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号

国
土
交
通
省
所
管
の
財
団
法
人
に
お
け
る
職
員
旅
行
費
用
の
返
還
状
況
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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国
土
交
通
省
所
管
の
財
団
法
人
に
お
け
る
職
員
旅
行
費
用
の
返
還
状
況
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

国
土
交
通
省
の
所
管
法
人
で
あ
り
、
道
路
特
定
財
源
か
ら
の
支
出
が
な
さ
れ
て
い
る
財
団
法
人
公
共
用
地
補
償
機
構
を
含
む

二
十
三
の
道
路
関
係
公
益
法
人
（
以
下
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）
が
、
職
員
個
々
人
の
負
担
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
費
用
の
大
部
分
を
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
が
負
う
と
い
う
、
社
会
通
念
か
ら
大
き
く
外
れ
た
形
で
職
員
旅
行
を
行
っ
て

い
た
こ
と
に
つ
き
、
国
交
省
内
に
設
け
ら
れ
た
道
路
関
係
業
務
の
執
行
の
あ
り
方
改
革
本
部
に
お
い
て
昨
年
四
月
十
七
日
に
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
最
終
報
告
書
で
は
、
同
月
十
八
日
付
で
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
二
〇
〇
七
年
度
の
五
年
間
に
行
っ
た
職
員
旅
行

費
用
の
う
ち
、
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
旅
行
費
用
総
額
か
ら
法
人
負
担
分
を
差
し
引
い
た
額
を
寄
付
と

い
う
形
で
自
主
的
に
国
庫
に
返
還
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
四
四
号
）
に
よ
る

と
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
の
う
ち
国
へ
の
寄
付
義
務
を
負
う
十
六
法
人
の
中
で
、
財
団
法
人
建
設
物
価
調
査
会
は
じ
め
十

二
法
人
が
既
に
寄
付
を
終
え
て
お
り
、
残
り
四
法
人
に
つ
い
て
も
、
本
年
度
中
に
寄
付
を
行
う
べ
く
必
要
な
手
続
き
を
実
施
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

十
二
法
人
は
い
つ
国
へ
の
寄
付
を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
日
に
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

十
二
法
人
は
ど
れ
だ
け
の
額
の
寄
付
を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。一



三

昨
年
六
月
十
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
五
七
号
）
で
は
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」

か
ら
国
へ
寄
付
と
い
う
形
で
返
還
さ
れ
た
職
員
旅
行
費
用
に
つ
い
て
「
当
該
返
還
さ
れ
た
費
用
に
つ
い
て
は
国
へ
の
寄
附
等

を
実
施
し
真
に
公
益
的
な
目
的
に
活
用
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
か
ら

国
へ
寄
附
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
収
入
は
、
特
定
の
使
途
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
政
府
が
適
切
に
作
成
し
、
国
会
の

審
議
及
び
議
決
を
経
た
予
算
に
従
っ
て
、
国
の
各
般
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
」
と
の
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
二
の
金
員
に
対
し
て
今
後
ど
の
様
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

十
二
法
人
を
除
く
四
法
人
は
、
国
へ
の
寄
付
を
行
う
た
め
に
必
要
な
手
続
き
を
実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右

の
手
続
き
と
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
も
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
の
職
員
旅
行
費
用
に
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
昨
年
六
月
二
十
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府

答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
二
二
号
）
で
「
国
土
交
通
省
に
設
置
し
た
道
路
関
係
業
務
の
執
行
の
あ
り
方
改
革
本
部
が

平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
に
取
り
ま
と
め
た
最
終
報
告
書
（
以
下
単
に
「
最
終
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
道
路

関
係
業
務
に
関
し
て
国
民
の
厳
し
い
目
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
十
八
年
度
に
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
一
件
当

た
り
五
百
万
円
以
上
の
支
出
が
あ
っ
た
国
土
交
通
省
所
管
の
五
十
の
公
益
法
人
（
以
下
「
五
十
法
人
」
と
い
う
。
）
の
う

二



ち
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
道
路
整
備
勘
定
か
ら
の
支
出
を
取
り
や
め
る
十
五
法
人
を
除
い
た

三
十
五
法
人
を
対
象
と
し
て
、
従
来
の
公
益
法
人
に
対
す
る
指
導
に
比
べ
て
特
に
厳
し
い
措
置
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
最
終
報
告
書
に
お
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
十
日
内
閣
衆
質
一
六

九
第
四
五
七
号
）
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
二
十
三
法
人
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
道
路

整
備
勘
定
か
ら
の
支
出
を
取
り
や
め
る
七
法
人
を
除
い
た
十
六
法
人
に
対
し
て
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で

の
過
去
五
年
間
の
職
員
旅
行
に
係
る
費
用
の
う
ち
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
役
員
及
び
管
理
職
が
法
人

に
自
主
的
に
返
還
し
、
当
該
返
還
さ
れ
た
費
用
に
つ
い
て
は
国
へ
の
寄
附
等
を
実
施
し
真
に
公
益
的
な
目
的
に
活
用
す
る
よ

う
要
請
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
さ
れ
て
い
る
様
に
、
職
員
個
人
の
負
担
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
に

職
員
旅
行
を
行
っ
て
お
き
な
が
ら
、
本
年
度
か
ら
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
道
路
整
備
勘
定
か
ら
の
支
出
を
取
り
や
め

た
法
人
が
返
還
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
等
、
国
交
省
の
対
応
に
甘
さ
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
と
考
え
る
。
今
後
同
類
の
国

民
の
税
金
の
無
駄
遣
い
を
防
ぐ
た
め
、
国
交
省
と
し
て
ど
の
様
な
対
策
を
と
っ
て
い
く
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


